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年号は、原則、和暦で記載し、括弧書きで西暦を併記しています。 

なお、2019年 5月 1 日から元号「令和」が施行されていますが、過去から将来にかけて

の経過をわかりやすくするため、今回の下水道事業経営戦略では「平成」で表記していま

す。 

 



 

1．  津市下水道事業経営戦略について 

1-1．計画策定の目的 

下水道事業においては、昭和後期から平成初期にかけて集中的に整備してきた結果、市

内の大分部の整備が完了した状況ですが、取得した資産の老朽化や雨水整備※など新たな投

資も必要となっています。一方、節水型水使用機器の普及などに伴い、下水道使用料収入

が伸び悩むなど、経営環境は厳しさを増しています。 

下水道は、住民の日常生活に欠くことのできないものであり、将来にわたってもサービ

スの提供を安定的に継続することが可能となるように、中長期的な経営の基本計画である

「経営戦略※」の策定が総務省より要請されているところです。 

摂津市（以下「本市」という）は、昭和 40（1965）年度からの事業開始以降、安威川以

北地域（一部除く）を合流式下水道、安威川以南地域を分流式下水道にて整備を行ってい

ます。事業開始以降、着実な整備を行い、平成 29（2017）年度末において合流式下水道が

約 107 ㎞、分流式下水道の汚水管が約 158 ㎞、雨水管が約 79 ㎞となり、管渠延長合計は約

344 ㎞となっています。 

その結果、行政区域内人口※における処理区域内人口※の割合を示す下水道人口普及率※

も増加しており、下水道人口普及率は 99.1％となり、処理区域内人口における水洗便所設

置済人口※の割合を示す水洗化率※も 95.6％となっています。 

下水道事業は、平成 29 年度より会計方式を公営企業会計※に移行し、経営の見える化に

努めています。今後は、本市においても管路施設※などの老朽化が進み、大規模更新に対す

る準備が必要となっています。このような状況の中、計画的な改築更新※を行うための必要

な財源の確保など、経営基盤の強化と財政マネジメントの向上に向けた取組を推進してい

く必要があります。 

本計画は、投資の見通しを踏まえた計画と、財源の見通しを試算した計画を均衡させた

投資・財政計画（収支計画）を策定し、上位計画である下水道ビジョンに掲げる将来像「公

共下水道※により快適な生活ができるまちにします！」を実現するため、「摂津市下水道事

業経営戦略」〔計画期間：平成 31（2019 年度～平成 40（2028）年度〕を策定するものです。 
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1-2．計画の位置づけ 

経営戦略は、「第 4次摂津市総合計画」や、先行して策定している各種計画との整合を図

りながら、下水道事業の長期構想にあたる「摂津市下水道ビジョン」に掲げる実現化方策

を着実に推進するために策定するものです。下水道事業が、将来にわたって安定的にサー

ビスの提供を継続できるように、中長期的な視野のもとで、投資計画と財政計画を均衡さ

せた経営の基本計画となります。（図 1-1 参照）。 

また、3～5年ごとに経営戦略の見直しを行うことで、「摂津市下水道ビジョン」で定めた

実現化方策の達成度を確認します。 

 

 

図 1-1 計画の位置づけ 

 

1-3．計画期間 

平成 31（2019）年度から平成 40（2028）年度までの 10 年間 

 

総務省が示す「経営戦略ガイドライン」における「事業の特性、個々の団体、事業の普

及状況、施設の老朽化状況、経営状況などを踏まえて、10 年以上の合理的な期間を設定す

ることが必要」との考え方に基づき、長期的な視点も考慮した中での 10 年間を本計画の計

画期間とします。 

※ 
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1-4．戦略の事後検証、更新 

進捗管理を各年度終了後に実施します。 

 

進捗管理結果をもとに、状況の変化に応じて 3～5年ごとに見直し（ローリング）を行い

ます（図 1-2参照）。 

 

 

図 1-2 進捗管理方法について 
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2． 下水道事業経営戦略 

2-1．下水道事業の現状と課題 

（1）処理区域内人口・下水道人口普及率の状況 

本市の下水道事業は、昭和 40（1965）年度からの事業開始以降、着実な整備を進め、平

成 29（2017）年度末の下水道人口普及率は 99.1％に達し、汚水整備※は概成※しています。

一方、本市の行政区域内人口は、平成 25～26（2013～2014）年度に摂津市駅周辺の開発な

どで増加しているものの、その後は横ばい傾向にあります。処理区域内人口は、汚水整備

が概成していることから、今後大幅な増加が見込めない状況です（図 2-1参照）。 

 

図 2-1 行政区域内人口・処理区域内人口・下水道人口普及率の推移 

 

（2）汚水処理水量・有収水量の状況 

下水道使用料※の徴収の対象となる汚水※などの水量を表す有収水量※は、節水型水使用

機器の普及などによって減少傾向を示しています。また、汚水処理水量に対して有収水量

の割合を示す有収率は、本市の一部が合流区域※となっており、汚水処理水量に雨水の一

部が含まれるため、低い数値となっています（図 2-2参照）。 

 

2-1-1．水需要の状況 

4



 

 

図 2-2 汚水処理水量・有収水量・有収率の推移 

（3）今後の見通し（水需要予測） 

今後の行政区域内人口は、国立社会保障・人口問題研究所の推計人口（平成 30（2018）

年度公表値）を住民基本台帳ベースに補正したものに開発人口を加算して予測した結果、

平成 33（2021）年度から著しく減少し続ける見通しです。 

また、年間有収水量は、下水道ビジョンに掲げる施策において平成 40（2028）年度に下

水道人口普及率 100％を達成したとしても、水需要の大半を占める生活用水の減少（人口

減少や 1 人当たり原単位の減少による）により、今後も減少し続ける見通しです（図 2-3

参照）。 

 

 

図 2-3 今後の水需要見通し（水需要予測） 
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（1）下水道施設の概要 

本市の下水道は、昭和 40（1965）年度に都市下水路事業として事業を開始し、昭和 46

（1971）年度に安威川流域関連公共下水道事業※に変更しました。そのため、市管理の下

水処理場※はなく、本市で排出された汚水は、大阪府の管理する安威川流域下水道の中央

水みらいセンターで処理され、安威川へ放流しています（図 2-4、図 2-5 参照）。

表 2.1 下水道計画区域の面積と人口

事業計画 全体計画

千里 市街化 42.59 42.59 4,904

千里丘東 市街化 56.30 56.30 6,254

三島 市街化 72.12 72.12 7,091

東正雀 市街化 49.29 49.29 6,012

220.30 220.30 24,261

味舌第一 市街化 102.05 102.05 5,405

味舌第二 市街化 27.70 27.70 3,951

129.75 129.75 9,356

岸部 鶴野第一 市街化 76.00 76.00 4,463

茨木吹田 鶴野第二 市街化 6.30 6.30 961

茨木摂津 茨木摂津 市街化 608.36 611.06 33,680

市街化 176.04 176.04 6,102

調整 14.47 40.00 200

小計 190.51 216.04 6,302

千里山田 味舌第三 市街化 1.55 1.55 77

市街化 1,218.30 1,221.00 78,900

調整 14.47 40.00 200

計 1,232.77 1,261.00 79,100

※計画人口は、全体計画＝事業計画とする。

流域幹線
集水区域

面積（ha）

合計

人口（人）
排水区名

処理分区名
区域

小計

小計

摂津高槻摂津高槻

山田

千里

2-1-2．下水道施設・管路の状況 

※ ※
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図 2-4 合流、汚水区域 概要図    

※ 
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図 2-5 雨水区域 概要図 

 

  

※ 
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（2）管路の状況 

本市は、昭和 40（1965）年度からの事業開始以降、安威川以北地域（一部除く）を合流

式下水道、安威川以南地域を分流式下水道にて整備を行っています。 

合流式下水道とは、汚水の流れる管と雨水の流れる管を一つの管で排除する方式であり、

汚水整備と雨水整備を同時に行うことが可能で、効率的である半面、管の許容量を超える

降雨時には、雨水に混じって汚水が河川に流出し、環境悪化を招くおそれがあります。 

分流式下水道は、汚水の流れる管と雨水の流れる管が分かれており、汚水と雨水を別々

に排除する方式であり、大雨時でも確実に汚水を排除することが可能となりますが、汚水

管と雨水管の 2本の管を整備する必要があるため、工事費用が合流式下水道と比べて割高

となります。 

本市では、事業開始当初、近隣市と同様に市全体を合流式下水道により整備を行う計画

でしたが、整備の途中、国の方針転換があり、安威川以南地域を分流式下水道により整備

を行う計画へと切り替えました。 

事業開始以降、着実な整備を行った結果、平成 29（2017）年度末において合流式下水道

が約 107㎞、分流式下水道の汚水管が約 158㎞、雨水管が約 79㎞となり、管渠※延長合計

は約 344㎞となっています（図 2-6参照）。 

 一方で、初期の頃に整備した管渠は、供用開始※よりかなりの年数が経過していること

から、点検、調査を実施し、その状態を把握する必要があります。現在、供用開始後 30

年を経過した管渠約 60 ㎞と破損による影響が大きい主要な管渠※を合わせた約 70㎞を優

先して管渠内のＴＶカメラ調査※を実施し、状態を把握、必要に応じて修繕※を実施してい

ます（図 2-7参照）。 
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図 2-6 管渠整備延長（各年度における累計延長） 

 

 

 

図 2-7 管種別管渠延長（平成 28（2016）年度末現在） 
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図 2-8に示すグラフは、国土交通省が平成 27（2015）年 11月に公表した「下水道事業

のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015 年版-」に基づく健全度予測で、

本市の全管渠（鉄筋コンクリート管）に対する健全な管渠の割合を、全国平均に基づいた

劣化予測により、予測したものです。グラフの縦軸が緊急度※の割合、横軸が年度を表し、

管渠の劣化状況の度合いにより、緊急度Ⅰ～Ⅲに区分します。その中で緊急度Ⅰは、管渠

が腐食、たるみ、破損、クラック、ずれ、浸入水※などにより重度の劣化、損傷している

状況を指し、速やかな改築更新が必要なものです。 

平成 29（2017）年度末時点で市内の管渠の約 30％が、何らかの対策が必要となる緊急

度Ⅰ、Ⅱであるとの診断が出ています。 

さらに、今後、過去に集中的に整備を行った管渠の老朽化が進み、対策を実施しなかっ

た場合、緊急度Ⅰ、Ⅱの管渠の割合は、平成 46（2034）年度には現況の 30％から 50％に

増加することが想定されます。 

一般的に、下水道管は地面の深い場所に埋設されており、加えて本市の場合は、市域の

地盤が軟弱なため、工法の選択肢が限定される場合が多く、工事費が増大しています。 

事業開始の昭和 40（1965）年度から平成 29（2017）年度までに要した工事費は約 910

億円（図 2-9参照）であり、これら全ての管渠の改築更新を行うための財源を確保するこ

とは困難です。 

そのため、計画的に点検、調査を行い、効率的に改築更新を行うためにストックマネジ

メント計画※の策定が必要です。 

 

図 2-8 対策を実施しなかった場合の本市の管渠（鉄筋コンクリート管）の緊急度の推移 

注）全国の平均的な劣化進行状況より予測した結果 
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図 2-9 工事費の推移
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（1）下水道使用料の状況 

本市の下水道使用料は、基本料金と従量料金で構成しています（表 2.2参照）。 

料金改定は、平成 19（2007）年 10月 1日に 5.5％の値上げを行っており、それ以降は料

金改定を行っていません。大阪府内の市町村における下水道使用料と比較すると図 2-10に

示すとおり、中ほどに位置しています。 

 

表 2.2 下水道使用料体系（税抜金額） 

 

 

 

7㎥ 11㎥ 21㎥ 31㎥ 51㎥ 101㎥ 501㎥ 1,001㎥

       以上

10㎥ 20㎥ 30㎥ 50㎥ 100㎥ 500㎥ 1,000㎥

一般用 570円 95円 114円 144円 166円 185円 205円 215円 260円

130円78円26円
公衆浴場用

基本料金

（1か月当たり）
区分

従 量 料 金 （ 1 か 月 1 ㎥ に つ き ）

1㎥～1,000㎥ 1,001㎥～2,000㎥ 2,001㎥以上

2-1-3．経営の状況
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（2）財政収支の状況 

本市では、平成 29（2017）年 4月に下水道事業に地方公営企業法を適用※し、経理方式

を官庁会計※方式から損益や資産など経営状況が把握しやすい複式簿記※による企業会計

方式へ移行しました。 

企業会計方式に移行することにより、損益計算書※より収益、費用といったコスト情報

が得られ、また貸借対照表※より、資産、負債といったストック情報が得られ、経営状況

や財政状態を明らかにすることができます。 

また、損益計算書、貸借対照表及びそれらより算出される経営分析指標※を活用するこ

とで、他事業体との比較・評価が容易となり、経営状況を確認することにより事業改善へ

と繋げることができます。 
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収益的収支の状況 1）

収益的収支※は、表 2.3 に示すとおりで、収益計が約 39 億円、費用計が約 37 億円と

なり、収益と費用の差引で算出される当年度純利益は、約 1.9 億円の黒字を確保するこ

とができました。

収益的収支の内訳は、収益では下水道事業の収益の根幹となる下水道使用料で約

46％を占めます。費用では、管路施設などの資産価値の減少を示す減価償却費※で約

57％、大阪府の流域下水道※の維持管理費用である流域下水道管理費※で約 17％、過去

の下水道工事の財源として発行した企業債※の利息で約 20％を占めています。

表 2.3 平成 29（2017）年度収益的収支（税抜金額）

（単位：千円）

営業収益① 2,710,959 71%

下水道使用料 1,756,303 46%

他会計負担金（雨水処理） 920,238 24%

受託事業収益 33,564 1%

その他営業収益 854 0%

営業外収益② 1,140,949 29%

他会計負担金（基準内繰入） 196,383 5%

長期前受金戻入 877,659 23%

建物物件収益 14,582 0%

雑収益 52,325 1%

収益計（①＋②） 3,851,908 100%

営業費用③ 2,911,229 80%

管渠費 108,418 3%

受託事業費 33,564 1%

普及促進費 483 0%

業務費 35,929 1%

総係費 48,006 1%

流域下水道管理費 609,788 17%

減価償却費 2,075,041 57%

営業外費用④ 740,021 20%

支払利息及び企業債取扱諸費 729,555 20%

雑支出 10,466 0%

特別損失⑤ 12,622 0%

過年度損益修正損 1,288 0%

その他特別損失 11,334 0%

費用計（③＋④＋⑤） 3,663,872 100%

当年度純利益（収益計－費用計） 188,036

※
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資本的収支の状況 2）

資本的収支※は、表 2.4 に示すとおりで、収入計が約 31 億円、支出計が約 43 億円と

なり、約 12 億円の収支不足となっています。これは過去に集中的に下水道整備を行っ

た際に、その財源として発行した企業債の償還※のピークが到来し、企業債の元金償還

金の負担が重いためです。

企業債の償還に対しては、資本費平準化債※12 億円を新たに発行するなど、財源確保

に努めているところですが、なお不足が発生しています。

資本的収支不足額に対しては、損益勘定留保資金※などの補填財源で賄うことになっ

ていますが、補填財源で賄うことができない分については、一般会計より他会計補助金

として、国が定めた基準以上の繰入※を行っている状態です。

資本的収支の内訳は、収入では企業債による収入で約 65％、一般会計からの繰入金

で約 27％を占め、支出では、公共下水道工事などの建設改良費※は約 9％しかなく、企

業債の償還が約 91％を占めています。

表 2.4 平成 29（2017）年度資本的収支（税抜金額）

（単位：千円）

資本的収入① 3,055,988 100%

企業債 1,985,300 65%

負担金等 110,334 4%

国庫補助金 128,100 4%

他会計負担金（基準内繰入） 464,025 15%

他会計補助金（基準外繰入） 367,356 12%

長期貸付金償還金 873 0%

資本的支出② 4,296,504 100%

建設改良費 375,955 9%

企業債償還金 3,920,549 91%

資本的収入①－資本的支出② △1,240,516 

※

※
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 企業債未償還残高（借入金）の状況 3）

企業債未償還残高（借入金）は、昭和後期から平成初期にかけて集中的に整備を進め

た結果、借入残高が急激に増加し、平成 11（1999）年度末には約 540 億円となりまし

た。平成 12（2000）年度以降は、企業債発行額を元金償還金以内に抑制したことから

減少傾向にあり、平成 29（2017）年度末残高は約 307億円となっています。 

一方、元金償還金は集中整備期間に発行した企業債の償還のピークが到来しており、

平成 28（2016）年度には約 40億円となっています。 

 

 

図 2-11 平成 29（2017）年度末現在の企業債推移 

 

表 2.5 利率別での企業債未償還残高（平成 29（2017）年度末現在） 

 

利率
未償還残高

（百万円）
割合

6％以上 733 2.4%

5.00～5.99％ 1,851 6.0%

4.00～4.99％ 3,120 10.2%

3.00～3.99％ 1,659 5.4%

2.00～2.99％ 6,631 21.6%

1.00～1.99％ 7,910 25.7%

0.01～0.99％ 8,813 28.7%

計 30,717 100.0%
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 貸借対照表 4）

貸借対照表は、表 2.6に示すとおりで、資産の部では、全体の約 85％の 474億円が管

路施設などとなっています。一方で、現金・預金は約 1％の 6.8億円しかなく、低い水

準となっています。 

負債の部では、企業債が全体の約 60％となり大部分を占めています。企業債の残高

は約 307億円となり、新規の企業債発行額を元金償還金の範囲内に抑制した結果、ピー

ク時の約 540億円と比較すると、半分近くまで減少しました。 

 

表 2.6 平成 29（2017）年度貸借対照表 

 

 

  

（単位：千円）

①固定資産 54,725,306 - ④固定負債 26,813,999 -

有形固定資産 47,428,364 85% 企業債 26,810,670 52%

無形固定資産 7,293,239 13% 引当金 3,329 0%

投資その他資産 3,703 0% ⑤流動負債 4,456,908 -

②流動資産 964,320 - 企業債 3,906,183 8%

現金・預金 684,865 1% 未払金 543,615 1%

未収金 279,455 1% 引当金 7,110 0%

③資産合計（①＋②） 55,689,626 100% ⑥繰延収益 19,857,815 -

長期前受金 19,857,815 39%

⑦負債合計（④＋⑤＋⑥） 51,128,722 100%

⑧資本金 4,363,879 -

資本金 4,363,879 96%

⑨剰余金 197,025 -

資本剰余金 8,989 0%

利益剰余金 188,036 4%

⑩資本合計（⑧＋⑨） 4,560,904 100%

資産の部 負債の部

資本の部
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（3）組織の状況 

現在の組織図は、図 2-12 に示すとおりで、2 課 2 係で構成されています（主な業務内

容は表 2.7参照）。 

職員数については、機構改革による業務効率化や民間委託などの実施に伴い、年々削

減してきました（図 2-13 参照）。今後は、職員数が減少する中でも、上下水道部統合に

よるスケールメリットをいかして、老朽化施設への対応や災害、事故などの危機管理へ

の対応ができるように、人事交流を通じて、上下水道双方に精通する職員の育成が必要

となります。 

 

 

図 2-12 組織図（平成 31（2019）年 4月 1日現在）  
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表 2.7 各課・係の主な業務内容 

部 課 係 主な業務内容 

 
下
水
道
部 

経営企画課 

・文書や財産の管理 
・統計データの作成 
・部内の人事など 
・各事業の企画立案 
・予算や決算などの会計処理 
・工事請負契約や業務委託契約などの手続き 
・その他の庶務 

下
水
道
事
業
課 

整備係 
・下水道施設の工事に関する計画・設計・施行・監理 
・下水道関係の調査や資料作成 

管理係 

・下水道施設の維持管理 
・排水設備※の申請に関する手続き 
・水洗便所の普及促進 
・排水設備に係る助成金及び貸付金の手続き 
・受益者負担金※の賦課及び徴収 

 

 

 

 

  図 2-13 職員年齢構成及び平均年齢の推移 

単位：人、歳
H20
(2008)

H21
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H22
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H23
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H24
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H25
(2013)

H26
(2014)

H27
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H28
(2016)

H29
(2017)

職員数 17 16 16 14 14 13 13 12 12 12

平均年齢 44.5 44.1 44.6 43.3 41.5 41.9 40.9 40.4 42.8 41.5
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本市の経営状況について、毎年公表している「経営比較分析表」の経営指標などを用いて

分析を行います。分析にあたっては、経営資源の要素である「ヒト」、「モノ」、「カネ」の 3

つの観点で経営の健全性・効率性、老朽化の状況を整理し、類似事業体との比較を行います

（表 2.9参照）。 

類似事業体には、処理区域内人口が 5万人以上 10万人未満で、有収水量密度※が 7,500㎥

/ha以上、供用開始から 25年以上経過している 7事業体（具体的には大阪府池田市、四條畷

市、柏原市、京都府城陽市、奈良県橿原市、埼玉県和光市、志木市）を抽出しています。な

お、各事業体の公表数値は平成 28（2016）年度までとなっているため、本市の平成 29（2017）

年度と各事業体の平成 28（2016）年度との比較になっています（表 2.8参照）。 

 

表 2.8 類似事業体 

都道府県名 事業体 
処理区域内 

人口（人） 

有収水量密度 

（㎥/ha） 

供用開始後 

年数（年） 

大阪府 

摂津市 84,559 7,500 44 

池田市 99,508 10,900 49 

柏原市 59,739 10,800 28 

四條畷市 54,729 8,800 31 

京都府 城陽市 76,634 9,000 27 

奈良県 橿原市 94,603 7,700 48 

埼玉県 
和光市 78,616 13,300 36 

志木市 75,222 11,600 36 

 

 

 

 

 

 

  

2-1-4．経営指標の分析
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表 2.9 経営資源の要素と対応する経営指標と類似事業体平均

（1）「ヒト」の要素を表す経営指標 

職員一人当たりの処理水量の効率性（職員一人当たり有収水量） 1）

職員一人当たり有収水量とは、損益勘定所属職員一人当たりの生産性について有収水

量を基準として把握するための指標であり、この指標が高いほど、下水処理効率と労働

生産性が高いことを示しています。

本市では、損益勘定所属職員数が類似事業体と同程度の水準となっています。また、

有収水量が大幅に増加する要因が少なく、損益勘定所属職員数が減少していくと、本市

の職員一人当たり有収水量は大きくなっていきます。

計算式：年間有収水量/損益勘定職員数

職員一人当たりの利益状況（職員一人当たり経常利益） 2）

職員一人当たり経常利益とは、損益勘定所属職員一人当たりの生産性について経常利

益を基準として把握するための指標です。経常利益とは、毎年生み出される通常の利益

であるため、本指標を比較することで本市に潜む問題点や力を見ることができます。

本市は、類似事業体と比較して高い利益を確保することができています。

ただし、本市では法定耐用年数 50 年を迎える資産が今後増加していくため、計画的

に改築更新を実施するための資金の確保が重要な課題となっています。

計算式：年間経常利益/損益勘定職員数

 

 

 

職員一人当たり の処理水量の効率性 職員一人当たり 有収水量 1,239千 /人 1,244千 /人

職員一人当たり の利益状況 職員一人当たり 経常利益 22,295千円 20,384千円

処理し た汚水の効率性 有収率 68.94% 79.62%

施設全体の老朽化度合い 有形固定資産減価償却率 3.61% 14.61%

管路の経年化の状況 管渠老朽化率 0.00% 1.32%

管路の更新投資の実施状況 管渠改善率 0.01% 0.08%

経常損益 経常収支比率 105.50% 106.89%

使用料水準の適切性 経費回収率 94.10% 91.63%

費用の効率性 汚水処理原価 167.34円/ 141.09円/ 

支払能力 流動比率 21.64% 49.91%

債務残高 企業債残高対事業規模比率 713.06% 958.87%

累積欠損 累積欠損金比率 0.00% 11.46%

類似事業体平均

（ H28（ 2016） ）

カ　 ネ

経営

資源
項　 　 目 対応する 経営指標

ヒ 　 ト

モ　 ノ

摂津市

（ H29（ 2017） ）

※
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（2）「モノ」の要素を表す経営指標 

 処理した汚水の効率性（有収率） 1）

有収率とは、汚水処理水量に対する年間有収水量の割合であり、この数値が高いほど

利用者が使用した水道等の水が収益につながっていることを示しています。 

本市では類似事業体より低いですが、合流式下水道区域を含むことで雨水が一部流入

していることも原因と考えられます。これにより維持管理費※が高くなる影響が考えら

れるため、大阪府の流域下水道や関連市町とも連携した改善が必要です。 

計算式：（年間有収水量/年間汚水処理水量）×100 

 

 施設全体の老朽化度合い（有形固定資産減価償却率） 2）

有形固定資産減価償却率とは、有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程

度進んでいるかを表す指標であり、この数値が大きいほど資産の老朽化度合いが進んで

いることを示しています。 

本市では、法定耐用年数 50年を経過した管渠がないため、類似事業体に比べて低く

なっていますが、今後は増加していきます。 

計算式：（有形固定資産減価償却累計額 

/有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価）×100 

 

 管路の経年化の状況（管渠老朽化率） 3）

管渠老朽化率とは、法定耐用年数 50年を経過した管渠延長の割合を表す指標であり、

管路の老朽化度合いを示しています。 

本市は、法定耐用年数 50 年を超過した管渠がないため 0％ですが、今後は増加して

いくため、計画的な更新計画の立案が必要です。 

計算式：（法定耐用年数を超過した管渠延長/下水道布設延長）×100 

 

 管路の更新投資の実施状況（管渠改善率） 4）

管渠改善率とは、当該年度に更新した管渠延長の割合を表す指標であり、管路の更新

ペースや状況を把握できる指標です。 

本市では、管路の改善率が類似事業体と比べて低い値となっていますが、法定耐用年

数 50年を超過した管路がなく、改築更新を行っていないためで、今後は増加していく

ことが予測されます。 

  計算式：（改善（更新・改良・維持）管渠延長/下水道布設延長）×100 
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（3）「カネ」の要素を表す経営指標 

 経常損益（経常収支比率） 1）

経常収支比率は、当該年度において、下水道使用料などで維持管理費や支払利息など

の費用をどの程度賄えているかを表す指標であり、黒字となるためには 100％以上であ

る必要があります。 

本市の値は 100％以上となっており、類似事業体と同程度の水準であり、現状では特

に問題ありません。ただし、今後有収水量が減少すると、収益性が低下するので注意が

必要です。 

計算式：（営業収益※＋営業外収益※）/（営業費用＋営業外費用）×100 

 

 使用料水準の適切性（経費回収率※） 2）

経費回収率※とは、汚水処理にかかる費用が、どの程度下水道使用料で賄えているか

を表した指標であり、この指標が 100％を下回っていると、汚水処理にかかる費用が下

水道使用料以外の収入で賄われていることを意味します。 

本市の値は、類似事業体に比べて良好ですが、100％を下回っており、下水道使用料

で費用が賄われていない状況にあります。また、水洗化人口減少に伴い下水道使用料も

減少することが予測され、今後適正な水準を検討する必要があります。 

計算式：（下水道使用料/汚水処理費※）×100 

 

 費用の効率性（汚水処理原価※） 3）

汚水処理原価※とは、有収水量 1㎥当たりどれだけの汚水処理費用がかかっているか

を表す指標です。 

本市の値は、類似事業体の値に比べて高い値となっています。 

原因としては、減価償却費や企業債利息といった汚水資本費が高いことが挙げられま

す。管路の法定耐用年数経過に伴う減価償却費の減少や企業債発行抑制による企業債利

息の減少により、今後は減少していく見込みとなっていますが、改築更新の事業量につ

いて計画的な更新計画による投資抑制が必要となっています。 

計算式：汚水処理費/年間有収水量 

 

 支払能力（流動比率） 4）

流動比率とは、1年以内に支払うべき債務に対して支払うことができる現金などがあ

る状況を示す指標であり、100％以上であることが必要です。 

本市の値は、類似事業体と比べて低い値となっています。企業債が多く残っているこ

とが原因ですが、企業債発行抑制などにより改善していきます。 

計算式：（流動資産/流動負債）×100 
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債務残高（企業債残高対事業規模比率） 5）

企業債残高対事業規模比率とは、下水道使用料に対する企業債現在高の割合を用いて

企業債残高の規模を表す指標です。

本市の値は、類似事業体と比べて低い値ですが高い水準となっています。これは企業

債残高が多額であり、下水道使用料に対する企業債の規模が大きいことが原因ですが、

今後は企業債発行抑制などにより低くなっていく見込みです。

計算式：（企業債現在高合計 － 一般会計負担額） 

/（営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金）×100

累積欠損（累積欠損金比率） 6）

累積欠損金比率とは、営業活動により生じた損失を表す指標であり、0％であること

が求められる指標です。

本市の値は 0％となっており、特に問題はありません。ただし、下水道使用料の減少

や改築更新費用、維持管理費の増加により欠損金が発生する可能性があるため、注意が

必要です。

計算式：（当年度未処理欠損金/（営業収益－受託工事収益））×100 
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（4）まとめ 

「ヒト」の観点においては、職員一人当たりの処理水量の効率性、職員一人当たりの利

益状況は類似事業体と同程度であり、現段階で問題はありません。 

「モノ」の観点においては、有収率に課題があり、改善策を検討する必要があります。

また、管路の老朽化は類似事業体に比べて進んでいませんが、更新計画の立案が必要とな

っています。 

「カネ」の観点においては、類似事業体に比べて汚水処理原価と流動比率が特に悪くな

っています。原因としては、企業債の残高が多額なためであり、それに伴って汚水処理費

も高くなっていることが課題です。 

これらの課題は、今後企業債残高が減少していくため、改善はある程度見込めます。し

かし、今後管路の改築更新費用が増加すること、下水道使用料が伸びないことを考慮する

と、投資と財政のバランスが取れた投資・財政計画を立案し、実践していく必要がありま

す（図 2-14、表 2.10参照）。 

 

 

 

※類似事業体平均を 50 とした時の偏差値で表示 

図 2-14 経営指標による分析結果のまとめ 
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表 2.10 経営指標による分析結果のまとめ 

 

 

 

 津市

H29（2017）

類似事業体平均

H28（2016）

職員一人当たりの

処理水量の効率性

職員一人当たり

有収水量
1,239千㎥/人 1,244千㎥/人

49.9

類似事業体と比較して低い数値
であるが、平均的な水準となっ
ている

職員一人当たりの

利益状況

職員一人当たり

経常利益
22,295千円 20,384千円

51.5

類似事業体と比較して、高い利
益を確保できている

処理した汚水の

効率性
有収率 68.94% 79.62%

42.0

不明水量が類似事業体と比較し
て高い水準となっており、対策
が必要

施設全体の

老朽化度合い

有形固定資産

減価償却率
3.61% 14.61%

60.2

管渠の法定耐用年数50年を経過
した管渠がないため、類似事業
体と比較して低い数値となって
いる

管路の

経年化の状況
管渠老朽化率 0.00% 1.32%

53.8

管渠の法定耐用年数50年を経過
した管渠がないため、0％と
なっている

管路の更新投資

の実施状況
管渠改善率 0.01% 0.08%

44.8

管渠の法定耐用年数50年を経過
した管渠がないため、類似事業
体と比較して低い数値となって
いる

経常損益 経常収支比率 105.50% 106.89%

44.7

経常利益は黒字を確保できてい
るが、類似事業体と比較して利
益水準は低い

使用料水準

の適切性
経費回収率 94.10% 91.63%

52.3

類似事業体と比較して高い数値
にはあるが、汚水処理にかかる
費用を使用料で賄えていない状
態

費用の効率性 汚水処理原価 167.34円/㎥ 141.09円/㎥

43.6

汚水資本費(減価償却費、企業
債利息)が高いため、類似事業
体と比較して高い数値となって
いる

支払能力 流動比率 21.64% 49.91%

43.7

流動負債における企業債の金額
が大きいため、類似事業体と比
較して低い数値となっている

債務残高
企業債残高

対事業規模比率
713.06% 958.87%

55.0

企業債残高が多額であるため、
使用料に対する企業債の規模は
大きいものの、類似事業体と比
較して低い数値となっている

累積欠損 累積欠損金比率 0.00% 11.46%

55.6

累積欠損金が発生していないた
め、0%となっている

※偏差値は、50点より高いと類似事業体平均よりも評価が高く、50点未満であれば評価が低い。
　仮に55点以上を　　　　45点以上55点未満を　　　　45点未満を　　　　で表示する。

分析・評価
摂津市の

偏差値

ヒ　ト

モ　ノ

カ　ネ

経営資源 項目 対応する経営指標

実績値
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2-2．基本方針 

本市下水道ビジョンにおける将来像を踏まえ、以下を経営の基本理念及び基本方針とし

て、事業運営を行っていきます。 

 

摂津市下水道ビジョン 将来像 

 

 

 

経営戦略＜基本理念＞ 

ストックマネジメント手法に基づく健全な経営の実現 

＜基本方針＞ 

①施設総量の最適化 

 ・将来の人口、有収水量の見通しを踏まえた下水道整備の実施 

 

②ライフサイクルコストの最適化（投資の平準化） 

 ・ストックマネジメント計画の策定 

 ・計画に基づいた管路の点検、調査、修繕及び管路の改築更新 

 ・年度別費用の平準化 

 

③民間の資金・ノウハウなどの活用 

 ・民間事業者の資金やノウハウなどの活用 

 ・効果的・効率的に行うことが望める業務における官民連携手法※の検討 

 

④適切な財源の確保 

 ・各種経費節減 

 ・世代間の負担公平性などを勘案した適切な財源確保 

 

 

  

『公共下水道により快適な生活ができるまちにします！』 
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将来の人口及び有収水量の見通しを踏まえ、適切な下水道整備を行うとともに、下水道

ビジョンに掲げる下水道人口普及率、雨水面積整備率※を目指します。 

 

ストックマネジメント計画を策定し、計画に基づいた管路の点検、調査、修繕及び管路

の改築更新を行うことで、年度別の費用についても平準化を図るなど、ライフサイクルコ

ストの最適化を進めます。 

 

民間事業者の資金やノウハウなどを活用することによって、管路の整備、維持管理、改

築更新などを、より効果的・効率的に行うことが望めるものについては、官民連携手法の

導入について検討します。 

 

下水道整備に充てる財源だけでなく、今後発生する改築更新に要する財源の確保を進め

るとともに、各種経費節減に努めてもなお不足する財源については、世代間の負担公平性

なども勘案して、適切な財源確保を進めます。 

 

 

  

2-2-1．施設総量の最適化

2-2-2．ライフサイクルコストの最適化（投資の平準化） 

2-2-3．民間の資金・ノウハウなどの活用 

2-2-4．適切な財源の確保
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2-3．投資・財政計画 

本計画では、基本理念に示したとおり、ストックマネジメント手法を用いて今後の投資

や財政のあり方を見通します。そのうえで計画期間内における具体的な投資計画と財政計

画の均衡について検討し、その結果を投資財政計画とします（図 2-15参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-15 投資財政計画の考え方（イメージ） 

 

2-3-1．投資・財政計画の考え方
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（1）中長期的な更新需要の見通し 

 計算ケース・条件 1）

国土交通省「下水道事業のストックマネジメント実施に関するガイドライン-2015年

版-」（平成 27（2015）年 11 月）で示されている健全度予測に基づき、「法定耐用年数

で更新する場合」、「管路の重要度・優先度などをもとに緊急度Ⅱとなる管渠延長の増

加を抑制して更新する場合」の 2ケースを検討します。 

 

表 2.11 緊急度の区分 

区分 対応の基準 劣化状況 

緊急度Ⅰ 重度 速やかな改築更新が 

必要 

腐食、たるみ、破損、クラック、ずれ、

浸入水などによる重度の劣化損傷 

緊急度Ⅱ 中度 修繕による改築更新 

時期の延長可能 

腐食、たるみ、破損、クラック、ずれ、

浸入水などによる中度の劣化損傷 

緊急度Ⅲ 軽度 経過観察 腐食、たるみ、破損、クラック、ずれ、

浸入水などによる軽度の劣化損傷 

劣化なし 対応不要 腐食、たるみ、破損、クラック、ずれ、

浸入水などによる劣化がみられない 

 

 計算結果 2）

更新需要の計算結果は、図 2-16、図 2-17に示すとおりです。法定耐用年数で更新す

る場合は、管路において腐食、たるみ、破損、クラック、ずれ、浸入水などの重度の

劣化損傷が発生し、速やかな改築更新が必要である「緊急度Ⅰ」や中度の劣化損傷が

発生し、修繕による改築更新時期の延長可能である「緊急度Ⅱ」の管渠はなくなりま

すが、過去に集中的に下水道整備を行ったため、それらの管渠が標準耐用年数※50年を

経過する際に、更新需要額が増大し、仮に平成 40（2028）年度までに合計で約 42億円

の改築更新費用がかかります（図 2-16参照）。 

さらに、「2-3-3.今後 10年間の計画（1）投資計画について」に示すとおり、新規の汚

水整備及び雨水整備も進める必要があることから、現状の経営状況及び職員体制でこ

れだけの更新需要に対応することは困難です。 

そこで、管路の重要度・優先度を考慮し、平成 41（2029）年度までは年間 0.5 億円

の修繕、平成 42（2030）年度以降は、年間 3.5億円の改築更新を実施した場合、「緊急

度Ⅰ」の管渠を 0％に近づけながら、「緊急度Ⅱ」の管渠の増加を抑制することができ

ます（図 2-17参照）。 

2-3-2．中長期的な見通し
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◆ストックマネジメントのイメージ 

※劣化による影響の大きい鉄筋コンクリート管の改築更新を想定。 

【標準耐用年数で改築更新した場合】 

 

図 2-16 標準耐用年数で更新した場合の改築更新費と劣化状況の推移 

注）標準耐用年数で改築更新した場合、緊急度Ⅰ、緊急度Ⅱの管渠を低い水準に保つこと

ができますが、平成 40（2028）年度までに約 42億円の改築更新費が必要となり、また

最初の更新のピークとなる平成 53（2041）年度には単年度で、約 37億円の改築更新費

が必要となります。 

 

【ストックマネジメント（試算）実施後】 

 

図 2-17 ストックマネジメントを実施した場合の改築更新費と劣化状況の推移 

注）仮に平成 41（2029）年度までは年間 0.5 億円の修繕、平成 42（2030）年度以降は年

間 3.5億円の改築更新を実施した場合、緊急度Ⅰの管渠を 0％に近づけながら、緊急

度Ⅱの管渠の増加を抑制することができます。 
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築
更
新
費
用
 
億
円
）

緊
急
度
の
割
合

緊急度Ⅰ 緊急度Ⅱ 緊急度Ⅲ 劣化なし 改築更新費用

投資額の平準化 
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（1）投資計画について 

 管路 1）

今後 10年間の下水道整備は、汚水整備については、現在整備を進めている市街化調

整区域※（鳥飼八町における人口密集地域）の整備を引き続き行います。また、市内に

点在する下水道接続困難地区については、市民からの要望、周辺の環境、工事施工可

否及び費用対効果などを踏まえて優先度を設定し、優先度の高い路線より整備を進め

ます。 

雨水整備については、現在着手している三箇牧鳥飼雨水幹線（平成 28（2016）～平

成 31（2019）年度）及び東別府雨水幹線（平成 30（2018）年度～平成 33（2021）年度）

の整備を進め、東別府雨水幹線完成後に雨水幹線周辺地域の整備を進めます（表 2.12、

表 2.13及び表 2.14参照）。 

 

表 2.12 下水道接続困難地区整備優先度区分 

 

 

 

表 2.13 汚水整備概算事業費 

 

  

優先度ランク ランク基準
Ａ 付近に複数の住居のある路線
Ｂ 付近に複数の事業所のある路線
Ｃ 付近の住居、事業所1件のための路線
Ｄ 付近に駐車場、農地しかない路線
Ｅ 供用開始済みの区域しかない不要路線
Ｆ 民地埋設未同意路線

2-3-3．今後 10 年間の計画
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表 2.14 雨水整備概算事業費 

 

 

 維持管理費 2）

破損による影響の大きい主要な管渠及び供用開始後 30年を経過した管渠約 70ｋｍを

中心に管渠内のＴＶカメラ調査を実施し、管渠の状態を把握、必要に応じて修繕を実

施していきます。 

また、今後は集中的に整備をした期間に布設された管渠が供用開始後 30年を迎える

こと、管渠の標準耐用年数である 50年を経過する管渠が増加することから、ストック

マネジメント計画を策定します（表 2.15参照）。 

 

表 2.15 維持管理費の推移 

 

（税込、単位：千円）

Ｈ30

（2018）

Ｈ31

（2019）

Ｈ32

（2020）

Ｈ33

（2021）

Ｈ34

（2022）

Ｈ35

（2023）

Ｈ36

（2024）

Ｈ37

（2025）

Ｈ38

（2026）

Ｈ39

（2027）

Ｈ40

（2028）

施行延長

（ｍ）
0 0 0 0 0 0 0 0 0 368

事業費

（千円）
546,363 140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686,363

施行延長

（ｍ）
0 416 416 3 0 0 0 0 0 0 0 835

事業費

（千円）
20,000 950,000 720,000 110,000 0 0 0 0 0 0 0 1,800,000

施行延長

（ｍ）
0 0 0 0 400 400 590 590 770 770 770 4,290

事業費

（千円）
0 0 0 0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 700,000

幹線周辺の

雨水整備

合計事業内容

事業年度

三箇牧鳥飼

雨水幹線

東別府

雨水幹線

368

（税込、単位：千円）

Ｈ30

（2018）

Ｈ31

（2019）

Ｈ32

（2020）

Ｈ33

（2021）

Ｈ34

（2022）

Ｈ35

（2023）

Ｈ36

（2024）

Ｈ37

（2025）

Ｈ38

（2026）

Ｈ39

（2027）

Ｈ40

（2028）

管渠調査委託料 35,300 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 37,000 405,300

維持補修（修繕費） 41,294 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 541,294

マンホール蓋点検委託料 0 0 0 0 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 35,000

ストックマネジメント計画など 0 27,000 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 33,000

合計 76,594 114,000 87,000 87,000 92,000 92,000 92,000 98,000 92,000 92,000 92,000 1,014,594

事業内容 合計

事業年度
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（2）企業債について 

企業債は、本市の下水道整備の財源として公共下水道事業債、大阪府の安威川流域下

水道建設負担金の財源として流域下水道事業債、過去に発行した公共下水道事業債及び

流域下水道事業債の元金償還金と減価償却費の差額分の資本費平準化債、過去に発行し

た資本費平準化債の借換である資本費平準化債借換債を発行します。 

企業債の発行額は、公共下水道事業債は事業費より国庫補助金、工事負担金を除いた

もの、流域下水道事業債は安威川流域下水道建設負担金と同額、資本費平準化債は元金

償還金より減価償却費を除いたもの、資本費平準化債借換債は平準化債発行時に定めた

返済計画に基づくものとします（表 2.16参照）。 

また、企業債残高抑制のため、企業債発行額は企業債元金償還金以内とします。 

 

表 2.16 企業債発行予定額 

 

 

 

 

 

〇公共下水道事業債 （単位：千円）

科目 区分
H 30

（2018）

H 31

（2019）

H 32

（2020）

H 33

（2021）

H 34

（2022）

H 35

（2023）

H 36

（2024）

H 37

（2025）

H 38

（2026）

H 39

（2027）

H 40

（2028）
合計

三箇牧鳥飼 公共下水道工事 汚水 546,363 140,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686,363

雨水幹線 国庫補助金 防災・安全 237,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 287,000

工事負担金 258,500 75,200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333,700

起債発行額 ① 50,800 14,800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65,600

東別府 公共下水道工事 雨水 20,000 950,000 720,000 110,000 0 0 0 0 0 0 0 1,800,000

雨水幹線 国庫補助金 10,000 452,000 331,000 51,000 0 0 0 0 0 0 0 844,000

起債発行額 ② 10,000 498,000 389,000 59,000 0 0 0 0 0 0 0 956,000

枝線整備 公共下水道工事 汚水 113,600 198,500 111,100 186,800 6,800 6,200 11,600 5,200 5,400 9,300 9,300 663,800

雨水 0 0 0 0 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 700,000

設計委託 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 220,000

移設補償費 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 200,200

国庫補助金 通常 34,000 64,000 35,000 61,000 2,000 2,000 0 0 0 0 0 198,000

防災・安全 0 0 0 0 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 350,000

起債発行額 ③ 117,800 172,700 114,300 164,000 93,000 92,400 99,800 93,400 93,600 97,500 97,500 1,236,000

起債発行額 ④＝①＋②＋③ 178,600 685,500 503,300 223,000 93,000 92,400 99,800 93,400 93,600 97,500 97,500 2,257,600

〇流域下水道事業債 （単位：千円）

科目
H 30

（2018）

H 31

（2019）

H 32

（2020）

H 33

（2021）

H 34

（2022）

H 35

（2023）

H 36

（2024）

H 37

（2025）

H 38

（2026）

H 39

（2027）

H 40

（2028）
合計

安威川流域下水道建設負担金 118,800 206,000 146,000 184,000 189,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1,923,800

起債発行額 ⑤ 118,800 206,000 146,000 184,000 189,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 1,923,800

〇資本費平準化債 （単位：千円）

科目
H 30

（2018）

H 31

（2019）

H 32

（2020）

H 33

（2021）

H 34

（2022）

H 35

（2023）

H 36

（2024）

H 37

（2025）

H 38

（2026）

H 39

（2027）

H 40

（2028）
合計

企業債元金償還金 ⑥ 2,477,503 2,241,621 2,185,124 1,946,163 1,578,049 1,221,538 1,152,718 899,321 825,699 668,113 530,775 15,726,624

減価償却費 ⑦ 2,075,041 2,094,389 2,119,372 2,135,263 2,143,515 2,144,867 2,142,745 2,142,980 2,137,198 2,132,789 2,126,723 23,394,882

長期前受金戻入 ⑧ 745,256 755,799 765,099 770,251 771,248 771,460 769,756 768,495 763,082 757,877 754,691 8,393,014

実質減価償却費 ⑨＝⑦－⑧ 1,329,785 1,338,590 1,354,273 1,365,012 1,372,267 1,373,407 1,372,989 1,374,485 1,374,116 1,374,912 1,372,032 15,001,868

資本費平準化債発行可能額 ⑩＝⑥－⑨ 1,147,718 903,031 830,851 581,151 205,782 △ 151,869 △ 220,271 △ 475,164 △ 548,417 △ 706,799 △ 841,257 724,756

起債発行額 ⑪ 1,140,000 900,000 830,000 580,000 200,000 0 0 0 0 0 0 3,650,000

〇資本費平準化債借換債 （単位：千円）

H 30

（2018）

H 31

（2019）

H 32

（2020）

H 33

（2021）

H 34

（2022）

H 35

（2023）

H 36

（2024）

H 37

（2025）

H 38

（2026）

H 39

（2027）

H 40

（2028）
合計

起債発行額 ⑫ 678,500 725,000 766,000 498,100 0 0 733,700 0 0 0 0 3,401,300

起債発行額合計 ④＋⑤＋⑪＋⑫ 2,115,900 2,516,500 2,245,300 1,485,100 482,000 272,400 1,013,500 273,400 273,600 277,500 277,500 11,232,700
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（3）一般会計繰入金について 

一般会計からの繰入金は、一般会計が負担すべきとされている経費について繰り出す

もの（基準内繰入金）で、国においてその基準が定められています（表 2.17参照）。 

しかし、本市においては集中的に下水道整備をした時期に発行した企業債が償還のピ

ークを迎えており、企業債の元金償還金を損益勘定留保資金で賄うことができず、財源

が不足する汚水分に対しては国の定めた基準以上の繰り出し（基準外繰入金）を行って

いる状態です。 

一般会計繰入金の財源は主に税金であるため、「雨水公費・汚水私費」の原則や地方公

営企業の独立採算の考え方を踏まえると、一般会計からの基準外繰入金に頼らない経営

基盤の強化が必要です。 

 

表 2.17 一般会計繰入金の区分 

 

 

 

予算

区分
予算目 国の定める基準 説明

雨水処理負担金 雨水処理に要する経費
雨水処理に要する維持管理費、資本費(減

価償却費、企業債利息)

一般会計負担金 分流式下水道等に要する経費
分流式下水道に要する資本費(減価償却

費、企業債利息)

流域下水道の建設に要する経費
流域下水道の建設負担金に対して発行した

企業債利息の一部

下水道に排除される下水の規制に関する事

務に要する経費
水質規制に要する経費

水洗便所に係る改造命令等に関する事務に

要する経費

水洗便所の排水設備事務に要する経費の一

部

高度処理に要する経費 高度処理に要する経費の一部

地方公営企業職員の児童手当に要する経費
地方公営企業職員の児童手当に要する経費

の一部

臨時財政特例債の償還に要する経費 臨時財政特例債の企業債利息

一般会計負担金 雨水処理に要する経費 雨水分の元金償還金

流域下水道の建設に要する経費
流域下水道の建設負担金に対して発行した

元金償還金の一部

臨時財政特例債の償還に要する経費 臨時財政特例債の元金償還金

一般会計補助金 － 汚水分の元金償還金

収

益

的

収

入

資

本

的

支

出

※ 
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（4）財政計画について 

1） シミュレーションにおける計算条件 
財政計画に用いるシミュレーションの計算条件は、表 2.18に示すとおりです。 

表 2.18 財政シミュレーションの計算条件（1/2） 

種別 区分 項目 設定 

業務量  年間有収水量 「2-1-1.水需要の状況」で使用した予測 

収益的 

収支 

収入 

下水道使用料 年間有収水量×下水道使用料単価 

雨水処理負担金 
一般会計負担金 

「2-3-3.今後 10 年間の計画（3）一般会計繰入金
について」にて試算した数値 

長期前受金戻入 
取得済資産の予定額＋新規取得資産分 
※新規取得分は耐用年数を「管渠」50年で計算 

受託事業収益 収益的支出の受託事業費と同額を計上 

市役所本庁舎施設
使用負担金 

平成 30（2018）年度決算見込値で一定 

企業債利息負担金 既存資産に対する起債の企業債利息に応じて算出 

安威川流域下水道
負担金精算返戻金 

平成 25（2013）～平成 29（2017）年度決算値、 
平成 30（2018）年度決算見込値の平均値で一定 

支出 

人件費 
退職者が出た場合補充があるとして職員数一定 
費用は平成 30（2018）年度決算見込値で一定 

維持管理費 
「2-3-3.今後 10 年間の計画（1）投資計画につい
て」にて試算した数値 

減価償却費 
取得済資産の予定額＋新規取得分 
※新規取得分は耐用年数を「管渠」50年で計算 

支払利息 

発行済企業債の予定額＋新規発行分 
※新規発行分は次のとおりとする 
 
公共下水道事業債、流域下水道事業債 
…年利率 0.70～2.00％、 
償還期間 40 年（据置 5年）、元金均等返済 

資本費平準化債 
…年利率 0.50％、 
償還期間 20 年（据置 3年）、元金均等返済 

資本費平準化債借換債 
…年利率 0.50％、 
償還期間 10 年（据置 0年）、元金均等返済 

その他 平成 30（2018）年度決算見込値で一定 

※消費税は、平成 31（2019）年度から 10％と設定する。 

※物価上昇は見込まない。 
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表 2.18 財政シミュレーションの計算条件（2/2） 

種別 区分 項目 設定 

資本的 

収支 

収入 

企業債 

国庫補助金 

工事負担金 

「2-3-3.今後 10 年間の計画（2）企業債について」
にて試算した数値 

企業債元金償還

負担金 

既存資産に対する起債の企業債元金償還金に応じ
て算出 

受益者負担金 平成 30（2018）年度決算見込値で一定 

一般会計負担金 

一般会計補助金 

「2-3-3.今後 10 年間の計画（3）一般会計繰入金
について」にて試算した数値 

支出 

人件費 
退職者が出た場合補充があるとして職員数一定 
費用は平成 30（2018）年度決算見込値で一定 

事業費 
「2-3-3.今後 10 年間の計画（1）投資計画につい
て」にて試算した数値 

企業債元金 

償還金 

発行済企業債の予定額＋新規発行分 
※新規発行分は次のとおりとする 
 
公共下水道事業債、流域下水道事業債 
…年利率 0.70～2.00％、 
償還期間 40 年（据置 5年）、元金均等返済 

資本費平準化債 
…年利率 0.50％、 
償還期間 20 年（据置 3年）、元金均等返済 

資本費平準化債借換債 
…年利率 0.50％、 
償還期間 10 年（据置 0年）、元金均等返済 

その他 平成 30（2018）年度決算見込値で一定 

※消費税は、平成 31（2019）年度から 10％と設定する。 

※物価上昇は見込まない。 
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2）財政シミュレーションの結果 

   下水道使用料の減少により収益的収入も減少しますが、企業債発行抑制により企業

債利息が減少するため、収益的収支は平成 40（2028）年度まで黒字を確保できる見込

みです（図 2-18 参照）。

また、企業債元金償還金は減少するものの、平成 35（2023）年度以降資本費平準化

債の発行ができなくなり、損益勘定留保資金を全額充当しても資本的収支不足額が解

消しないことから、一般会計からの基準外繰入金が必要となります。

なお、収益的収支の黒字額は未処分利益剰余金※として留保するため、自己資金（現

金・預金）残高は増加します（図 2-19 参照）。

図 2-18 収益的収支のシミュレーション結果（税抜金額）

 

図 2-19 資本的収支のシミュレーション結果（税込金額）
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（5）まとめ 

「2-3-3.今後 10 年間の計画」を基にした財政シミュレーションの結果では、計画期間

中において下水道使用料の料金改定を行うことなく、収益的収支の黒字を確保でき、自

己資金残高も増加する見込みです（図 2-20、図 2-21 参照）。

今後、償還期間を終える企業債が増加するため、元金償還金は平成 33（2021）年度以

降減少傾向となり、平成 40（2028）年度には企業債未償還残高が約 118 億円まで減少し

ます（図 2-22 参照）。

しかしながら、元金償還金（資本費平準化債を除く）と減価償却費（長期前受金戻入

を除く）を比較すると、元金償還金が上回る状態が続きます。減価償却費は、損益勘定

留保資金として元金償還金や将来の改築更新費用の財源となるため、元金償還金が減価

償却費を上回っている状態では、将来の改築更新費用の財源を確保できず、また、元金

償還金の財源不足を埋めるために一般会計からの基準外繰入金に依存する状態が続きま

す。加えて、平成 30（2018）年度以降は資本費平準化債の発行可能額が減少するため、

財源確保がさらに困難になると見込まれます（図 2-23 参照）。

今後 10 年間の一般会計繰入金の推移は図 2-24 に示すとおりで、平成 40（2028）年度

における基準外繰入金は約 1.2 億円となっていますが、計画期間内での経営健全化に向

けて、基準外繰入金に頼らない経営基盤の強化と財政マネジメントの向上を図っていき

ます。

下水道使用料単価の推移 

図 2-20 財政シミュレーションの結果（下水道使用料単価の推移）
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自己資金（現金・預金）残高の推移 

図 2-21 財政シミュレーションの結果（資金残高の推移）

企業債の推移

図 2-22 財政シミュレーションの結果（企業債の推移）
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企業債元金償還金と減価償却費の推移

図 2-23 財政シミュレーションの結果（企業債元金償還金と減価償却費の推移）

一般会計繰入金の推移

 2-24 財政シミュレーションの結果（一般会計繰入金の推移）
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表 2.20 財政計画の点検と進捗管理に用いる指標の推移

職員一人当たり の

処理水量の効率性

職員一人当たり

有収水量
（ 千 /人） 1,239 1,164 1,110

職員一人当たり の

利益状況

職員一人当たり

経常利益
（ 千円/人） 22,295 25,430 24,613

処理し た汚水の

効率性
有収率 （ ％） 68.94 70.00 70.00

施設全体の

老朽化度合い

有形固定資産

減価償却率
（ ％） 3.61 23.92 40.42

管路の経年化の状況 管渠老朽化率 （ ％） 0.00 2.47 5.35

管路の更新投資の

実施状況
管渠改善率 （ ％） 0.01 0.01 0.01

経常損益 経常収支比率 （ ％） 105.50 106.56 106.23

使用料水準の適切性 経費回収率 （ ％） 94.10 104.42 103.52

費用の効率性 汚水処理原価 （ 円/ ） 167.34 150.84 152.14

支払能力 流動比率 （ ％） 21.64 59.38 194.17

債務残高
企業債残高対

事業規模比率
（ ％） 713.06 599.05 376.29

累積欠損 累積欠損金比率 （ ％） 0.00 0.00 0.00

中期

H35

（ 2023）

後期

H40

（ 2028）

単位

カ　 ネ

経営

資源
項　 　 目 対応する 経営指標

現状

H29

（ 2017）

ヒ 　 ト

モ　 ノ
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3． 全体のまとめ 

「2-3-3.今後 10 年間の計画」を基にした財政シミュレーションの結果では、経営戦略上の

計画期間である平成 40（2028）年度までは収益的収支の黒字を確保しつつ、約 27 億円の自

己資金を確保でき、また企業債残高についても、約 118 億円まで減少させることができる試

算となりました。

一方で、元金償還金が減価償却費を上回る状態が続き、元金償還金の財源不足を埋める

ために一般会計からの基準外繰入金に依存する状態を解消できず、加えて将来の改築更新

に対する財源確保は困難となっています。

「2-3-2.中長期的な見通し」で示したとおり、経営戦略上の計画期間後の平成 42（2030）

年度以降は、年間約 3.5 億円の改築更新費用が必要となります。また今回の試算結果は、あ

くまでも全国平均に基づく劣化予測による試算であるため、本市の地域特性、実際の管渠

の状態に基づいたストックマネジメント計画の策定、そしてその計画に基づくより具体性

のある改築更新計画の検討が必要です。

今後は、ストックマネジメント計画を策定し、更新需要に対するより具体的な改築更新

計画を検討するとともに、将来の改築更新費用に備えるため、公債費抑制を継続しながら、

留保している未処分利益剰余金の利益処分を行い、減債積立金や建設改良積立金を補填財

源に充当することで、損益勘定留保資金の確保を図ります。

また、下水道ビジョンにおける業務棚卸の結果を踏まえた業務効率化方策及び官民連携

手法の導入可能性などを検討し、経営努力を続けていきます。
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4． 附属資料（経営戦略様式） 
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,5

2
4
,4

0
8

3
,2

3
0
,1

3
0

2
,2

1
2
,1

4
6

2
,0

6
6
,0

3
7

1
,8

4
6
,7

8
1

1
,6

3
5
,4

3
8

1
,5

2
6
,0

4
8

3
,9

0
6
,1

8
3

3
,8

1
9
,3

8
3

3
,8

7
5
,0

2
1

3
,4

6
4
,7

0
4

2
,6

3
3
,7

1
1

2
,3

3
0
,0

8
3

3
,0

3
8
,4

5
9

2
,0

2
2
,4

4
1

1
,8

7
7
,5

0
1

1
,6

5
9
,8

8
4

1
,4

4
9
,6

3
2

1
,3

4
1
,2

0
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
4
3
,6

1
5

5
4
3
,9

1
4

2
0
7
,4

6
8

2
0
1
,7

2
0

1
9
7
,5

7
0

1
9
4
,3

2
5

1
9
1
,6

7
1

1
8
9
,7

0
5

1
8
8
,5

3
6

1
8
6
,8

9
7

1
8
5
,8

0
6

1
8
4
,8

4
1

( 
I 
)

(A
)-

(B
)

(L
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(M
)

2
,6

7
7
,3

9
5

2
,6

5
3
,7

0
7

2
,6

1
3
,4

5
0

2
,5

7
9
,7

3
1

2
,5

4
1
,8

8
5

2
,5

0
1
,1

7
0

2
,4

6
5
,5

2
1

2
,4

3
5
,4

5
7

2
,4

1
1
,3

8
6

2
,3

8
6
,4

0
9

2
,3

6
5
,7

5
0

2
,3

4
4
,4

1
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(N
)

△
 4

1
3
,5

9
5

△
 5

1
4
,3

8
5

△
 9

3
5
,9

5
6

△
 1

,1
0
2
,3

6
1

△
 1

,2
9
9
,5

9
7

△
 1

,5
0
8
,6

6
5

△
 1

,7
2
6
,3

5
4

△
 1

,9
4
5
,8

6
9

△
 2

,1
6
0
,4

9
1

△
 2

,3
7
3
,4

3
1

△
 2

,5
7
9
,7

0
5

△
 2

,7
7
8
,2

8
1

(O
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(P
)

2
,6

7
7
,3

9
5

2
,6

5
3
,7

0
7

2
,6

1
3
,4

5
0

2
,5

7
9
,7

3
1

2
,5

4
1
,8

8
5

2
,5

0
1
,1

7
0

2
,4

6
5
,5

2
1

2
,4

3
5
,4

5
7

2
,4

1
1
,3

8
6

2
,3

8
6
,4

0
9

2
,3

6
5
,7

5
0

2
,3

4
4
,4

1
7

△
 1

5
.4

△
 1

9
.4

△
 3

5
.8

△
 4

2
.7

△
 5

1
.1

△
 6

0
.3

△
 7

0
.0

△
 7

9
.9

△
 8

9
.6

△
 9

9
.5

△
 1

0
9
.0

△
 1

1
8
.5

平
成

4
0
年

度
2
0
2
8
年

度

収 益 的 収 支

収 益 的 収 入

営
業

収
益

料
金

収
入

受
託

工
事

収
益

平
成

3
0
年

度
2
0
1
8
年

度
（
決

算
見

込
）

平
成

3
1
年

度
2
0
1
9
年

度
平

成
3
2
年

度
2
0
2
0
年

度
平

成
3
3
年

度
2
0
2
1
年

度
平

成
3
4
年

度
2
0
2
2
年

度
平

成
3
5
年

度
2
0
2
3
年

度

そ
の

他
補

助
金

平
成

3
6
年

度
2
0
2
4
年

度
平

成
3
7
年

度
2
0
2
5
年

度
平

成
3
8
年

度
2
0
2
6
年

度
平

成
3
9
年

度
2
0
2
7
年

度

そ
の

他
営

業
外

収
益

補
助

金

平
成

2
9
年

度
2
0
1
7
年

度
（
決

算
）

他
会

計
補

助
金

長
期

前
受

金
戻

入
そ

の
他

収
入

計

収 益 的 支 出

営
業

費
用

職
員

給
与

費
基

本
給

退
職

給
付

費
そ

の
他

経
費

特
別

利
益

動
力

費
修

繕
費

材
料

費
そ

の
他

減
価

償
却

費
営

業
外

費
用

支
払

利
息

そ
の

他
支

出
計

経
常

損
益

(C
)-

(D
)

う
ち

未
払

金

特
別

損
失

特
別

損
益

(F
)-

(G
)

当
年

度
純

利
益

（
又

は
純

損
失

）
(E

)+
(H

)

繰
越

利
益

剰
余

金
又

は
累

積
欠

損
金

流
動

資
産

う
ち

未
収

金
流

動
負

債
う

ち
建

設
改

良
費

分
う

ち
一

時
借

入
金

営
業

収
益

－
受

託
工

事
収

益
(A

)-
(B

)

0
0

0
累

積
欠

損
金

比
率

（
×

1
0
0

）
0

0
0

0
0

0

地
方

財
政

法
施

行
令

第
1
5

条
第

１
項

に
よ

り
算

定
し

た
資

金
の

不
足

額

0
0

0

地
方

財
政

法
に

よ
る

資
金

不
足

の
比

率
(（

L
）
/
（
M

）
×

1
0
0
)

健
全

化
法

施
行

令
第

1
6

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

の
不

足
額

健
全

化
法

施
行

規
則

第
６

条
に

規
定

す
る

解
消

可
能

資
金

不
足

額

健
全

化
法

施
行

令
第

1
7

条
に

よ
り

算
定

し
た

事
業

の
規

模

健
全

化
法

第
2
2

条
に

よ
り

算
定

し
た

資
金

不
足

比
率

(（
N

）
/
（
P

）
×

1
0
0
)

48



（税
込

、
単

位
：千

円
）

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

１
．

1,
98

5,
30

0
2,

11
5,

90
0

2,
51

6,
50

0
2,

24
5,

30
0

1,
48

5,
10

0
48

2,
00

0
27

2,
40

0
1,

01
3,

50
0

27
3,

40
0

27
3,

60
0

27
7,

50
0

27
7,

50
0

1,
85

5,
30

0
1,

81
8,

50
0

1,
62

5,
00

0
1,

59
6,

00
0

1,
07

8,
10

0
20

0,
00

0
0

73
3,

70
0

0
0

0
0

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

36
7,

35
6

41
5,

52
0

50
9,

09
4

55
2,

63
9

63
0,

08
1

67
5,

09
4

63
4,

48
5

62
3,

87
4

45
9,

12
0

37
3,

93
1

24
5,

56
3

12
3,

61
2

４
．

46
4,

02
5

46
8,

44
5

50
6,

51
8

53
7,

62
8

55
7,

99
7

55
3,

10
4

48
8,

51
1

47
3,

67
9

35
4,

94
2

29
4,

98
1

20
4,

75
5

11
8,

49
9

５
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

６
．

12
8,

10
0

28
1,

00
0

56
6,

00
0

36
6,

00
0

11
2,

00
0

52
,0

00
52

,0
00

50
,0

00
50

,0
00

50
,0

00
50

,0
00

50
,0

00

７
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

８
．

94
,8

67
25

8,
50

0
75

,2
00

0
0

0
0

0
0

0
0

0

９
．

24
,4

89
14

,4
22

11
,3

57
5,

59
1

4,
48

6
4,

17
2

4,
17

5
4,

14
1

3,
42

6
3,

43
6

3,
16

6
3,

17
4

(A
)

3,
06

4,
13

7
3,

55
3,

78
7

4,
18

4,
66

9
3,

70
7,

15
8

2,
78

9,
66

4
1,

76
6,

37
0

1,
45

1,
57

1
2,

16
5,

19
4

1,
14

0,
88

8
99

5,
94

8
78

0,
98

4
57

2,
78

5

(B
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(C
)

3,
06

4,
13

7
3,

55
3,

78
7

4,
18

4,
66

9
3,

70
7,

15
8

2,
78

9,
66

4
1,

76
6,

37
0

1,
45

1,
57

1
2,

16
5,

19
4

1,
14

0,
88

8
99

5,
94

8
78

0,
98

4
57

2,
78

5

１
．

40
2,

96
6

90
1,

74
1

1,
56

8,
14

2
1,

05
0,

74
2

55
4,

44
2

36
9,

44
2

35
9,

84
2

36
5,

24
2

35
8,

84
2

35
9,

04
2

36
2,

94
2

36
2,

94
2

21
,8

20
27

,7
33

27
,7

33
27

,7
33

27
,7

33
27

,7
33

27
,7

33
27

,7
33

27
,7

33
27

,7
33

27
,7

33
27

,7
33

２
．

3,
92

0,
54

9
3,

94
0,

10
9

3,
81

9,
38

3
3,

87
5,

02
1

3,
46

4,
70

4
2,

63
3,

71
1

2,
33

0,
08

3
3,

03
8,

45
9

2,
02

2,
44

1
1,

87
7,

50
1

1,
65

9,
88

4
1,

44
9,

63
2

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

５
．

0
6,

87
4

2,
50

0
2,

50
0

2,
50

0
2,

50
0

2,
50

0
2,

50
0

2,
50

0
2,

50
0

2,
50

0
2,

50
0

(D
)

4,
32

3,
51

5
4,

84
8,

72
4

5,
39

0,
02

5
4,

92
8,

26
3

4,
02

1,
64

6
3,

00
5,

65
3

2,
69

2,
42

5
3,

40
6,

20
1

2,
38

3,
78

3
2,

23
9,

04
3

2,
02

5,
32

6
1,

81
5,

07
4

(E
)

1,
25

9,
37

8
1,

29
4,

93
7

1,
20

5,
35

6
1,

22
1,

10
5

1,
23

1,
98

2
1,

23
9,

28
3

1,
24

0,
85

4
1,

24
1,

00
7

1,
24

2,
89

5
1,

24
3,

09
5

1,
24

4,
34

2
1,

24
2,

28
9

１
．

1,
10

0,
00

0
1,

29
4,

93
7

1,
20

5,
35

6
1,

22
1,

10
5

1,
23

1,
98

2
1,

23
9,

28
3

1,
24

0,
85

4
1,

24
1,

00
7

1,
24

2,
89

5
1,

24
3,

09
5

1,
24

4,
34

2
1,

24
2,

28
9

２
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

３
．

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

４
．

15
9,

37
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

(F
)

1,
25

9,
37

8
1,

29
4,

93
7

1,
20

5,
35

6
1,

22
1,

10
5

1,
23

1,
98

2
1,

23
9,

28
3

1,
24

0,
85

4
1,

24
1,

00
7

1,
24

2,
89

5
1,

24
3,

09
5

1,
24

4,
34

2
1,

24
2,

28
9

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(G
)

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

(H
)

30
,7

16
,8

53
28

,8
92

,6
44

27
,5

89
,7

61
25

,9
60

,0
40

23
,9

80
,4

36
21

,8
28

,7
25

19
,7

71
,0

42
17

,7
46

,0
83

15
,9

97
,0

42
14

,3
93

,1
41

13
,0

10
,7

57
11

,8
38

,6
25

○
他

会
計

繰
入

金

年
　

　
　

　
　

度

区
　

　
　

　
　

分

1,
11

6,
62

1
1,

14
3,

86
4

1,
02

0,
82

0
97

6,
10

7
94

4,
08

0
91

9,
12

2
89

9,
50

0
88

6,
26

5
87

8,
56

2
86

9,
87

3
86

4,
72

5
85

9,
85

5

1,
11

6,
62

1
1,

14
3,

86
4

1,
02

0,
82

0
97

6,
10

7
94

4,
08

0
91

9,
12

2
89

9,
50

0
88

6,
26

5
87

8,
56

2
86

9,
87

3
86

4,
72

5
85

9,
85

5

83
1,

38
1

88
3,

96
5

1,
01

5,
61

2
1,

09
0,

26
7

1,
18

8,
07

8
1,

22
8,

19
8

1,
12

2,
99

6
1,

09
7,

55
3

81
4,

06
2

66
8,

91
2

45
0,

31
8

24
2,

11
1

46
4,

02
5

46
8,

44
5

50
6,

51
8

53
7,

62
8

55
7,

99
7

55
3,

10
4

48
8,

51
1

47
3,

67
9

35
4,

94
2

29
4,

98
1

20
4,

75
5

11
8,

49
9

36
7,

35
6

41
5,

52
0

50
9,

09
4

55
2,

63
9

63
0,

08
1

67
5,

09
4

63
4,

48
5

62
3,

87
4

45
9,

12
0

37
3,

93
1

24
5,

56
3

12
3,

61
2

1,
94

8,
00

2
2,

02
7,

82
9

2,
03

6,
43

2
2,

06
6,

37
4

2,
13

2,
15

8
2,

14
7,

32
0

2,
02

2,
49

6
1,

98
3,

81
8

1,
69

2,
62

4
1,

53
8,

78
5

1,
31

5,
04

3
1,

10
1,

96
6

資
本

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

合
計

平
成

39
年

度
20

27
年

度
平

成
40

年
度

20
28

年
度

収
益

的
収

支
分

う
ち

基
準

内
繰

入
金

う
ち

基
準

外
繰

入
金

平
成

33
年

度
20

21
年

度
平

成
34

年
度

20
22

年
度

平
成

35
年

度
20

23
年

度
平

成
36

年
度

20
24

年
度

平
成

37
年

度
20

25
年

度
平

成
38

年
度

20
26

年
度

平
成

32
年

度
20

20
年

度

補
 

財
源

不
足

額
(E

)-
(F

)

他
会

計
借

入
金

残
高

企
業

債
残

高

平
成

31
年

度
20

19
年

度

平
成

30
年

度
20

18
年

度
（決

算
見

込
）

平
成

29
年

度
20

17
年

度
（決

算
）

他
会

計
へ

の
支

出
金

そ
の

他

計

資
本

的
収

入
額

が
資

本
的

支
出

額
に

不
足

す
る

額
  

  
 　

　
  

  
(D

)-
(C

)

補  財 源

損
益

勘
定

留
保

資
金

利
益

剰
余

金
処

分
額

繰
越

工
事

資
金

そ
の

他

計

資 本 的 支 出

建
設

改
良

費

う
ち

職
員

給
与

費

企
業

債
償

還
金

他
会

計
長

期
借

入
返

還
金

資 本 的 収 支

平
成

40
年

度
20

28
年

度

他
会

計
補

助
金

他
会

計
負

担
金

他
会

計
借

入
金

国
（

都
道

府
県

）
補

助
金

平
成

30
年

度
20

18
年

度
（決

算
見

込
）

平
成

32
年

度
20

20
年

度
平

成
33

年
度

20
21

年
度

平
成

34
年

度
20

22
年

度
平

成
35

年
度

20
23

年
度

平
成

36
年

度
20

24
年

度
平

成
37

年
度

20
25

年
度

平
成

38
年

度
20

26
年

度
平

成
39

年
度

20
27

年
度

資 本 的 収 入

企
業

債

う
ち

資
本

費
平

準
化

債

他
会

計
出

資
金

平
成

31
年

度
20

19
年

度

工
事

負
担

金

固
定

資
産

売
却

代
金

そ
の

他

計

(A
)の

う
ち

翌
年

度
へ

繰
り

越
さ

れ
る

支
出

の
財

源
充

当
額

純
計

(A
)-

(B
)

平
成

29
年

度
20

17
年

度
（決

算
）
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5． 資料編（用語集） 

雨水
う す い

整備
せ い び

（P.1）

経営
けいえい

戦 略
せんりゃく

（P.1）

行 政
ぎょうせい

区
く

域内
いきない

人口
じんこう

（P.1）

処理
し ょ り

区
く

域内
いきない

人口
じんこう

（P.1）

下水道
げすいどう

人口
じんこう

普及率
ふきゅうりつ

（P.1）

水洗
すいせん

便所
べんじょ

設置済
せっちずみ

人口
じんこう

（P.1）

水洗化率
すいせんかりつ

（P.1）

雨水を流すための下水道管渠を整備すること。

各公営企業が、将来にわたって安定的に事業を継続していくための中長期的な経営の基

本計画。その中心となる「投資・財政計画」は、施設・設備に関する投資の見通しを試

算した計画（投資試算）と、財源の見通しを試算した計画（財源試算）を構成要素とし、

投資以外の経費も含めた上で、収入と支出が均衡するよう調整した中長期の収支計画と

なっている。

本市に住民票の登録のある人口のこと。

下水道（合流、分流汚水）が使える区域内の人口。

行政区域内人口に対する下水道を利用できる人の割合のことで、下水道がどのくらい普

及しているかを示す指標。

水洗便所を利用し、公共下水道に接続している人口。

処理区域内人口に対する、水洗便所を利用し、公共下水道に接続している人口の割合。
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公営
こうえい

企業
きぎょう

会計
かいけい

（P.1）

管
かん

路
ろ

施設
し せ つ

（P.1）

改築
かいちく

更新
こうしん

（P.1）

公共下
こうきょうげ

水道
すいどう

（P.1）

新下
し ん げ

水道
すいどう

ビジョン（P.2）

汚水
お す い

整備
せ い び

（P.4）

概
がい

成
せい

（P.4）

地方公営企業法の財務規定などの適用を行い、建設に係る経理と管理運営に係る経理の

分離、発生主義の経理による期間損益計算の導入や複式簿記を採用すること。これによ

り、事業の財政状態や経営状況を明確化することができる。

下水道の根幹をなすものであり、管渠、マンホール、吐口、ます、取付け管などの総称。

改築：施設の全部または一部の再建設あるいは取り替えを行うこと。

更新：耐用年数に達した施設や設備について再建設あるいは取り替えを行うこと。

市街地における下水を排除し、又は処理するために市町村が管理する下水道で終末処理

場を有するもの又は流域下水道に接続するもの。生活排水の他、産業排水や雨水も対象

としている。

下水道の使命、長期ビジョンと各主体の役割を示した「下水道の使命と長期ビジョン」

と、長期ビジョンを実現するために今後 10 年程度の目標及び具体的な施策を示した「下

水道長期ビジョン実現に向けた中期計画」を掲げるもので、下水道政策研究委員会の審

議を経て、国土交通省が 2014（平成 26）年 7 月に策定・公表している。

汚水を流すための下水道管渠を整備すること。

ほぼ完成していること。
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下水道
げすいどう

使用料
しようりょう

（P.4）

汚水
お す い

（P.4）

有
ゆう

収
しゅう

水 量
すいりょう

（P.4）

合 流
ごうりゅう

区域
く い き

（P.4）

公共下
こうきょうげ

水道
すいどう

事業
じぎょう

（P.6）

下水処理場
げすいしょりじょう

（P.6）

全体
ぜんたい

計画
けいかく

（P.6）

事業
じぎょう

計画
けいかく

（P.6）

下水道の維持管理費の経費に充てるため、地方公共団体が条例に基づき下水道使用者か

ら徴収する使用料。水量に応じて徴収される。

一般家庭、事業所、工場などから生活、営業並びに生産活動によって排出される排水の

こと。

下水道で処理した汚水などのうち、下水道使用料収入の対象となる排水量のこと。

合流式下水道で処理を行う区域のこと。

主として市街地における下水を排除する下水道で、市町村が建設し、管理している。終

末処理場を有するものを「単独公共下水道」、終末処理場を有せず流域下水道に接続する

ものを「流域関連公共下水道」と呼んでいる。

下水を最終的に処理して河川その他の公共の水域または海域に放流するために、下水道

の施設として設けられる処理施設及びこれを補完する施設のこと。

下水道で整備すると定めた区域について、計画フレームを設定し、幹線管渠、ポンプ場

及び処理場等の根幹的施設について、ルートや主要施設の能力の検討、施設計画等を行

う。

全体計画に定められた計画を実施するための年次ごとに定められた計画。
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処理
し ょ り

区域
く い き

（P.7）

排水
はいすい

区域
く い き

（P.8）

管渠
かんきょ

（P.9）

供 用
きょうよう

開始
か い し

（P.9）

主要
しゅよう

な管渠
かんきょ

（P.9）

TV
テレビ

カメラ調査
ちょうさ

（P.9）

修 繕
しゅうぜん

（P.9）

緊急度
きんきゅうど

（P.11）

浸 入
しんにゅう

水
すい

（P.11）

下水道（合流、分流汚水）が使える区域。

下水道（分流雨水）が使える区域。

下水を収集し、排除するための施設で、合流管渠、汚水管渠、雨水管渠、水路の総称。

下水道が使用可能になった状態のこと。

当該管渠の下水を集める（流す）面積が 20ha 以上の下水道管渠のこと。

管渠内に TV カメラを入れ、主に老朽化した管渠を重点的に腐食、破損、クラックなどの

劣化状況、浸水状況、管渠の上下のたるみ、堆積物などの有無を把握する調査のこと。

施設の機能が維持されるよう部分的に補強、取り替えなどにより修復すること。

施設の状態を段階別に区分して、施設を改築更新する緊急性をランク分けしたもの。

下水道管渠内に、下水以外の雨水、地下水など、管渠の継手部、マンホールの蓋穴など

から浸入してくる水。
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ストックマネジメント計画
けいかく

（P.11）

地方
ち ほ う

公営
こうえい

企業法
きぎょうほう

の適用
てきよう

 ※地方公営企業法を適用（P.16）

官 庁
かんちょう

会計
かいけい

（P.16）

複式
ふくしき

簿記
ぼ き

（P.16）

損益
そんえき

計算書
けいさんしょ

（P.16）

貸 借
たいしゃく

対 照 表
たいしょうひょう

（P.16）

経営
けいえい

分析
ぶんせき

指標
しひょう

（P.16）

下水道事業の役割を踏まえ、持続可能な下水道事業の実施を図るため、下水道施設を計

画的かつ効率的に管理するための計画。具体的には、明確な目標を定め、膨大な施設の

状況を客観的に把握、評価し、中長期的な施設の状態を予測しながら、下水道施設を計

画的かつ効率的に管理するための計画。

地方公営企業法の財務規定などの適用を行い、建設に係る経理と管理運営に係る経理の

分離、発生主義の経理による期間損益計算の導入や複式簿記を採用すること。これによ

り、事業の財政状態や経営状況を明確化することができる。

経理方式の一つであり、国や地方公共団体の一般会計などで行われている方式。現金の

移動（収入と支出）を整理するものであり、資産や債権債務の変動は表現できない。

ひとつの取引によって生じる価値の増加と他の価値の減少の両面を記帳する簿記法。例

えば物品購入の場合、物品の増加と現金の減少が各々記帳される。資産や債権債務の変

動を管理できる。

年度毎の公営企業の経営成績を明らかにするために、その期間中に得たすべての収益と、

これに対応するすべての費用を記載し、純損益とその発生の由来を評した報告書のこと。

公営企業の財政状態を明らかにするため、一定の時点において当該公営企業が保有する

すべての資産、負債及び資本を総括的に表示した報告書のこと。

企業の安定性、収益性、生産性などに関する指標で経営状況が数値化により客観的に把

握できる。

54



収益的
しゅうえきてき

収支
しゅうし

（P.17）

減価償却費
げんかしょうきゃくひ

（P.17）

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

（P.17）

流域下
りゅういきげ

水道
すいどう

管理費
か ん り ひ

（P.17）

企業債
きぎょうさい

（P.17）

長期
ちょうき

前受金戻入
まえうけきんもどしいれ

（P.17）

資本的
しほんてき

収支
しゅうし

（P.18）

償 還
しょうかん

（P.18）

事業の管理運営に伴って発生する収入とこれに対応する支出のこと。

最短 2 年以上の長期間にわたって使用できる固定資産の取得に要した支出を、その取得

年度には全額を支出費用とはせずに、取得資産の耐用年数の間に少しずつ費用化してい

く会計処理のことで、企業会計特有の概念。

都道府県が管理する下水道で、2 以上の市町村の区域における下水を排除し、終末処理場

を有するもの。

流域下水道の維持管理費の一部を、関連する各市町村が分担して負担する金銭のこと。

これらの負担金を流域下水道に支払うことで、流域下水道を使用する権利が得られる。

下水道管の整備など、建設改良費などの財源として借り入れる借入金のこと。

固定資産取得の財源となった国庫補助金、負担金など外部からもらった金銭について、

減価償却に見合った額を収益化した会計処理上の収益のこと。

施設などの建設改良および企業債の元金償還に関する収入および支出のこと。

施設の建設時などに国や金融機関など外部から調達（借入）した金銭を債権者に対して

返済すること。
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資本費
し ほ ん ひ

平準化債
へいじゅんかさい

（P.18）

損益
そんえき

勘 定
かんじょう

留保
りゅうほ

資金
し き ん

（P.18）

繰入
くりいれ

（P.18）

建設
けんせつ

改良費
かいりょうひ

（P.18）

国庫
こ っ こ

補助
ほ じ ょ

金
きん

（P.18）

基準外
きじゅんがい

繰入
くりいれ

（P.18）

資金不足を補うための借入制度。この制度により施設の利用期間で企業債の償還額を平

準化させ、利用者負担の世代間不公平を軽減させることができる。

減価償却費や資産減耗費などは、過去に支出した建設費を費用化したものであり、その

年度に現金の支出はない。したがって、その金額分は黒字経営である限り、確実に現金

として公営企業内に留保されることになり、これを損益勘定留保資金（内部留保資金）

という。

この損益勘定留保資金があることにより、将来施設が使用に耐えられなくなり、施設を

更新しなければならなくなったときの財源が確保されることになる。

他会計より資金を繰り入れること。（例 一般会計繰入金：市の会計には一般会計と特別

会計があり、特別会計は特定の事業の収入をその事業の支出に充てる会計で、一般会計

とは切り離して考える。一般会計繰入金とは特別会計の財源として、一般会計から繰り

入れる資金のこと。）

固定資産の取得、機能を高めるもの、あるいは当該資産の耐用年数を延長させるための

費用。

下水道事業の財源として、法令に基づき国から補助される資金。

一般会計繰入金は下水道事業のために繰り入れられる資金のことであり、「基準内繰入

金」と「基準外繰入金」がある。「基準外繰入金」は、独立採算制の原則に基づき一般会

計で負担すべき経費とされている「基準内繰入金」では賄えない分を、赤字補填として

繰り入れることである。
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排水
はいすい

設備
せ つ び

（P.22）

受益者
じゅえきしゃ

負担
ふ た ん

金
きん

（P.22）

有
ゆう

収
しゅう

水量
すいりょう

密度
み つ ど

（P.23）

経 常
けいじょう

収支
しゅうし

比率
ひ り つ

（P.24）

維持
い じ

管理費
か ん り ひ

（P.25）

営 業
えいぎょう

収 益
しゅうえき

（P.26）

営業外
えいぎょうがい

収 益
しゅうえき

（P.26）

経費
け い ひ

回収率
かいしゅうりつ

（P.26）

汚水
お す い

処理費
し ょ り ひ

（P.26）

汚水を公共下水道に流出させるために必要な排水管、その他の排水施設で、土地、建物

などの所有者および管理者が設置するもの。

特定の公共下水道事業に必要な経費に充てるため、下水道から恩恵を受ける市民が一定

限度内で負担する金銭。 

地理的条件別分類の基準となる指標で、商業施設や事業所等の立地状況も含めた地理的

条件を表す指標。 

下水道使用料収入や一般会計からの繰入金などの収益で、維持管理費や支払利息などの

費用をどの程度賄えているかを表す指標。

日常の下水道施設の維持管理に要する費用のこと。具体的には、人件費、委託料、施設

補修費、管渠清掃費などで構成される。

地方公共団体の主たる営業活動から生じる収益のこと。

金融財務活動その他主たる営業活動以外の原因から生じる収益のこと。

汚水処理に要する費用を下水道使用料によってどれくらい回収できているかを示す割合

で経営的には数値が高い方が望ましい。

汚水処理に要した費用のことであり、維持管理費と資本費に分けられる。
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汚水
お す い

処理
し ょ り

原価
げ ん か

（P.26）

官民
かんみん

連携
れんけい

手法
しゅほう

（P.30）

雨水
う す い

面積
めんせき

整備率
せいびりつ

（P.31）

標 準
ひょうじゅん

耐用
たいよう

年数
ねんすう

（P.33）

市街化
し が い か

調 整
ちょうせい

区域
く い き

（P.35）

臨時
り ん じ

財政
ざいせい

特例債
とくれいさい

（P.38）

未処分
みしょぶん

利益
り え き

剰余
じょうよ

金
きん

（P.41）

有収水量 1m3あたりの汚水処理費用のこと。 

汚水処理原価（円/m3）＝汚水処理費÷有収水量

官民連携は公共サービスの提供に民間が参画する手法を幅広く捉えた概念で、民間資本

や民間のノウハウを活用し、効率化や公共サービスの向上を目指す手法のこと。

雨水を流すための下水道管渠を整備する計画が立てられている区域の面積のうち、既に

整備が完了している区域の面積の割合のことで、雨水整備がどのくらい進んでいるかを

示す指標。

本来の用途に使用できると思われる推定年数であり、実際に使用できる期間ではない。

下水道では国からの通知により設定されている。なお、標準耐用年数や法定耐用年数、

目標耐用年数などがある。

無秩序な開発とならないよう市街化を抑制し、人が住むためのまちづくりを行う予定の

ない区域であり、市が決定する。

地方債の一種であり、昭和 60（1985）年度から平成 4（1992）年度の間における暫定措

置としての投資的経費に係る国庫補助負担率引き下げに伴い、その対象事業の補助率差

相当額として許可された地方債である。

地方公営企業の毎年計上する利益が蓄積することで生じる剰余金のこと。
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